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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人強化プラ

スチック協会（JRPS）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格

を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格

である。これによって，JIS K 7015:2009 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格       JIS 
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繊維強化プラスチック引抜材 
Pultruded fibre-reinforced plastics 

 
序文 

この規格は，1998 年に制定され，その後 2 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は，2009 年に

行われた。今回の改正では形状記号及び特性値を見直した。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，各種繊維強化材と熱硬化性樹脂とを複合した繊維強化プラスチック（以下，FRP という。）

の引抜材について規定する。 

ただし，この規格は，熱可塑性樹脂と複合したもの並びにサンドイッチ構造材及び金属などの繊維強化

材を複合したものには適用しない。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 7507 ノギス 

JIS B 7512 鋼製巻尺 

JIS B 7514 直定規 

JIS B 7518 デプスゲージ 

JIS B 7524 すきまゲージ 

JIS B 7526 直角定規 

JIS K 6900 プラスチック－用語 

JIS K 6919 繊維強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂 

JIS K 7010 繊維強化プラスチック用語 

JIS K 7017 繊維強化プラスチック－曲げ特性の求め方 

JIS K 7051 ガラス繊維強化プラスチックの試験方法通則 

JIS K 7070 繊維強化プラスチックの耐薬品性試験方法 

JIS K 7165 プラスチック－引張特性の求め方－第 5 部：一方向繊維強化プラスチック複合材料の試

験条件 

JIS R 3411 ガラスチョップドストランドマット 

JIS R 3412 ガラスロービング 

JIS R 3413 ガラス糸 




